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(57)【要約】
【課題】
　折り曲げて再封できるようにした包装袋であって、注
出口の周辺に付着した液体などの内容物が、垂れ落ちて
、外面を汚すことのない包装袋を提供する。
【解決手段】
　少なくとも最内層にシーラント層を有する積層フィル
ムからなり、端部に注出部を有する包装袋（１００）に
おいて、積層フィルムの外面に、注出部根元を折り返し
て注出部（３）先端を収納する収納部（７）を設け、収
納部（７）は、粘着剤で貼り合せた多層の粘着ラベルで
構成されることを特徴とする包装袋。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも最内層にシーラント層を有する積層フィルムからなり、端部に注出部を有す
る包装袋において、積層フィルムの外面に、注出部根元を折り返して注出部先端を収納す
る収納部を設け、
収納部は、粘着剤で貼り合せた多層の粘着ラベルで構成されることを特徴とする包装袋。
【請求項２】
　多層の粘着ラベルが、包装袋積層フィルムの外面に接着する粘着力に比べ、低い粘着性
の粘着剤によって積層されていることを特徴とする請求項１に記載の包装袋。
【請求項３】
　多層の粘着ラベルが、部分的に非粘着部を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の包装袋。
【請求項４】
　多層の粘着ラベルの非粘着部を注出部側角の端部に設けたことを特徴とする請求項３に
記載の包装袋。
【請求項５】
　多層の粘着ラベルの層間における粘着剤が、非粘着部注出部側角に接しない他の辺近傍
には、包装袋積層フィルムの外面に接着する粘着力と同等の高い粘着性の粘着剤によって
積層したことを特徴とする請求項４に記載の包装袋。
【請求項６】
　多層の粘着ラベルが、厚さ５０ミクロンメーター以上のフィルムを粘着剤で積層して形
成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の包装袋。
【請求項７】
　多層の粘着ラベルが、厚さ５０ミクロンメーター以上の２軸延伸フィルム層を積層して
いることを特徴とする請求項６に記載の包装袋。
【請求項８】
　多層の粘着ラベルを形成するラベルの上ラベルが、外層、又は中間層として、紙層を有
することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の包装袋。
【請求項９】
　包装袋を構成する積層フィルム外面の濡れ指数が、４０×１０－３Ｎ／ｃｍ以上である
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の包装袋。
【請求項１０】
　注出部と収納部との間の形状を凹部のある折り罫を加工し、注出部を折り返して収納部
に収納しやすくしたことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の包装袋。
【請求項１１】
　注出部を収納部に挿入する時に折り返す折り返し予定位置に、ハーフカット線を加工し
たことを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の包装袋。
【請求項１２】
　包装袋を形成する表裏２枚の積層フィルムの間に底用フィルムを融着し、スタンディン
グパウチとしたことを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の包装袋。
【請求項１３】
　包装袋を形成する表裏の積層フィルムを、一枚のフィルムを折り返して表裏フィルムと
したことを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の包装袋。
【請求項１４】
　注出部を収納する収納部が、開放部中央を通る対角線状に罫線を設けたことを特徴とす
る請求項１～１３のいずれかに記載の包装袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装袋に関するものである。更に詳しくは再封機能を有する包装袋に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　シャンプー、リンス、ボディソープ、液体洗剤、柔軟剤に代表されるトイレタリー製品
などの液体内容物を収納する包装袋があるが、通常の包装袋は開封後、再封することが出
来ない。
【０００３】
　これを解決するために、色々な改良が行われている。例えば包装袋に注出路を設けて、
注出路の先端にスクリューキャップ付きスパウトを設け、再封出来るようにしたものがあ
る。また、開口部の近傍にチャックを設けておき、チャックにより再封する包装袋もあっ
た。
【０００４】
　これらは、表裏のフィルム以外にキャップとスパウトや、チャックテープなどの部材が
必要で、これらを接着するための加工工程も必要となり、コストがかかるので、ある程度
内容物の価格が高いものでないと使用が難しいという問題があった。
【０００５】
　そのため、部材などを使用することなく、注出口を下向きになるようにして包装袋を折
り曲げて係止できるようにした包装袋がある。たとえば、包装袋を下方に折り曲げた際に
、注出口を係止するためのスリットが設けられた係止シール部を備えた包装袋がある（特
許文献１）。
【０００６】
　しかし、この包装袋では、注出口が露出しているため、注出口の周辺に付着した液体な
どの内容物が垂れ落ちるという問題があった。
【０００７】
　公知文献を以下に示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１５１２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、折り曲げて再封できるよ
うにした包装袋であって、注出口の周辺に付着した液体などの内容物が、垂れ落ちて、外
面を汚すことのない包装袋を提供することが、本発明の課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は係る課題に鑑みなされたものであり、請求項１の発明は、少なくとも最内層に
シーラント層を有する積層フィルムからなり、端部に注出部を有する包装袋において、積
層フィルムの外面に、注出部根元を折り返して注出部先端を収納する収納部を設け、
収納部は、粘着剤で貼り合せた多層の粘着ラベルで構成されることを特徴とする包装袋で
ある。
【００１１】
　本発明の包装袋は、以上のような最内層のシーラント層を融着して成形される包装袋で
あって、包装袋の注出部根元を折り返して、注出部先端を収納部に差し込んで注出部を係
止すると、包装袋が折られた状態で収納部の粘着ラベルによって係止し、注出部を再封す
ることができる。また、注出部先端は収納部の多層粘着ラベルの包装袋側ラベルと表側ラ
ベルとの間に位置することになる。その為、注出口の周辺に付着した液体などの内容物が
、収納部内部で垂れても、包装袋の外面に垂れ落ちて汚すことがない。
【００１２】
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　本発明の請求項２の発明は、多層の粘着ラベルが、包装袋積層フィルムの外面に接着す
る粘着力に比べ、低い粘着性の粘着剤によって積層されていることを特徴とする請求項１
に記載の包装袋である。
【００１３】
　本発明は、注出部先端を収納部に挿入する時に、収納部の多層粘着ラベルの包装袋側ラ
ベルと表側ラベルを剥離する。この時に、包装袋と収納部との間の粘着力よりも低い粘着
力になっているので、多層の粘着ラベル間の剥離が優先して剥離し易く、収納部が剥離し
て取れてしまうなどの危険がなく、多層粘着ラベルの包装袋側ラベルと表側ラベルを剥離
できる。
【００１４】
　本発明の請求項３の発明は、多層の粘着ラベルが、部分的に非粘着部を有することを特
徴とする請求項１又は２に記載の包装袋である。
【００１５】
　本発明は、注出部先端を収納部に挿入する時に、収納部の多層粘着ラベルの包装袋側ラ
ベルと表側ラベルを剥離する必要がある。この時、部分的に非粘着部を有することによっ
て、包装袋側ラベルから容易に表側ラベルを剥離することができる。
【００１６】
　本発明の請求項４の発明は、多層の粘着ラベルの非粘着部を注出部側角の端部に設けた
ことを特徴とする請求項３に記載の包装袋である。
【００１７】
　本発明は、注出部先端を収納部に挿入する時に、収納部の多層粘着ラベルの包装袋側ラ
ベルと表側ラベルを剥離させる。この時、多層粘着ラベルの非粘着部を注出部側角の端部
に設けことによって、包装袋側ラベルの剥離する注出部側の表側ラベルを剥離することが
でき、スムーズに注出部を収納する隙間を設けられる。
【００１８】
　本発明の請求項５の発明は、多層の粘着ラベルの層間における粘着剤が、非粘着部注出
部側角に接しない他の辺近傍には、包装袋積層フィルムの外面に接着する粘着力と同等の
高い粘着性の粘着剤によって積層したことを特徴とする請求項４に記載の包装袋である。
【００１９】
　本発明は、注出部先端を収納部に挿入する時に、収納部の多層粘着ラベルの包装袋側ラ
ベルと表側ラベルを剥離する必要がある。この時、部分的に剥がし易い低粘着部だけでは
全体が剥がれてしまうので、非粘着部注出部側角に接しない少なくとも他の２辺は、高粘
着部を設けることによって、しっかり表側ラベルを包装袋側ラベルに固定する。この高粘
着性の粘着剤による固定で、注出部先端に残った内容物付着液を粘着ラベル内に留め、漏
れないようにできると共に、間違って表側ラベル全体を剥離してしまうのを防ぐことが出
来る。
【００２０】
　本発明の請求項６の発明は、多層の粘着ラベルが、厚さ５０ミクロンメーター以上のフ
ィルムを粘着剤で積層して形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記
載の包装袋である。
【００２１】
　本発明は、収納部を作る多層の粘着ラベルが、それぞれ、５０ミクロンメーター以上の
厚みがあり、腰があるので、注出部を収納部に収納する時に、収納部先端を開くことが容
易で、作業性が良い。
【００２２】
　本発明の請求項７の発明は、多層の粘着ラベルが、厚さ５０ミクロンメーター以上の２
軸延伸フィルム層を積層していることを特徴とする請求項６に記載の包装袋である。
【００２３】
　本発明は、収納部を作る多層ラベルが、それぞれ５０ミクロンメーター以上の２軸延伸
フィルム層を有していて、非常に腰が強い。しかも、内容物によって膨潤したりしにくい
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ので、注出部を収納部に収納する時に、収納部先端を開き易く、かつ、作業性が良い。さ
らに、注出部を押さえる力が高く、収納部から注出部が抜けて外れにくい。ここでいう２
軸延伸フィルム層のフィルムは、２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムや２軸延
伸ポリプロピレンフィルム、２軸延伸ポリアミドフィルムなども使用できる。２軸延伸さ
れているので、腰の強い表面を持ち、折り曲げに対し耐性が出せるので、収納部を開き易
くする特徴がある。
【００２４】
　本発明の請求項８の発明は、多層の粘着ラベルを形成するラベルの上ラベルが、外層、
又は中間層として、紙層を有することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の包装
袋である。
【００２５】
　本発明は、収納部を作る多層のラベルとして、少なくとも上ラベルの外層、又は中間層
として、紙層を有する複合フィルムで出来ているので、注出部を収納部に挿入する直前に
、収納部のフィルムを挿入し易く挿入部を広げるように折り癖を付けると、その形状が一
定時間保持できる。その為、注出部を収納部に収納する時に、収納部先端が開いているの
で、挿入し易く、かつ、作業性が良い。
また、腰が出易く、注出口を押させる力が高くなり、容易に収納部から外れにくくなると
共に、注出部先端に付着した内容物の染み込みを目立たなくして防止する。
【００２６】
　本発明の請求項９の発明は、包装袋を構成する積層フィルム外面の濡れ指数が、４０×
１０－３Ｎ／ｃｍ以上であることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の包装袋で
ある。
【００２７】
　本発明は、包装袋を構成する積層フィルムの外層が、高い活性を有しているので、粘着
固定する時の粘着力が高まり、収納部が積層フィルムから外れにくい。
【００２８】
　本発明の請求項１０の発明は、注出部と収納部との間の形状を凹部のある折り罫を加工
し、注出部を折り返して収納部に収納しやすくしたことを特徴とする請求項１～９のいず
れかに記載の包装袋である。
【００２９】
　本発明は、注出部と収納部との間の形状を凹部のある形状に折り罫を入れる。この凹部
のある形状は、折り返し易くすると共に、折り返して収納部に収納した注出部先端が抜け
出る力を低下させ、折り罫も入れて、折り癖を設けているので、作業性も高く、かつ、安
定して注出部を収納部に収納可能である。
【００３０】
　本発明の請求項１１の発明は、注出部を収納部に挿入する時に折り返す折り返し予定位
置に、ハーフカット線を加工したことを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の包
装袋である。
【００３１】
　本発明は、注出部を収納部に挿入する時に折り返す折り返し予定位置にハーフカットを
施すことによって、折り返す抵抗を小さくして折り返し易くすると共に、折り返して収納
部に収納した注出部先端が抜け出る力を低下させるので、安定して注出部を収納部に収納
可能である。
【００３２】
　本発明の請求項１２の発明は、包装袋を形成する表裏２枚の積層フィルムの間に底用フ
ィルムを融着し、スタンディングパウチとしたことを特徴とする請求項１～１１のいずれ
かに記載の包装袋である。
【００３３】
　本発明は、スタンディングパウチ形状にすることが出来るので、常に注出部や収納部を
上側に向けて立てておくことが可能になる。その為、内容物が漏れにくい状態で保管し易
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い。
【００３４】
　本発明の請求項１３の発明は、包装袋を形成する表裏の積層フィルムを、一枚のフィル
ムを折り返して表裏フィルムとしたことを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の
包装袋である。
【００３５】
　本発明は、1枚のフィルムを折って、包装袋の表裏のフィルムとし、折り部が前記ノズ
ル部の上端になるようにして、前記包装袋の天部を形成したので、ノズル部の上下がシー
ル部になっている場合より、表裏のフィルムが離れやすくなり、表裏のフィルムが広がっ
て、ノズル部の幅の割に流量を多くすることができる。差込部の長さを大きくとることも
なく、ノズル係止部を小さくすることができる。
また、小ロット向けの生産ラインを組むことができると共に、収率を向上させることが可
能である。
【００３６】
　本発明の請求項１４の発明は、注出部を収納する収納部が、開放部中央を通る対角線状
に罫線を設けたことを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の包装袋である。
【００３７】
　本発明は、収納部の開放部中央に罫線が走り、その罫線によって、融着、あるいは粘着
している容器を形成しているフィルム対し離れ、罫線が収納部のフィルムを挿入し易く挿
入部を広げるような折り癖になっている。
その為、罫線があると、収納部先端が開き易いので、注出部先端を収納し易く、手も汚れ
にくいメリットが発生する。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の包装袋は、折返し予定線で折って、注出部先端を収納部に差し込んで、収納部
の粘着性ラベルで注出部を係止させる。その為、包装袋が折られた状態で固定され、再封
することができる。
【００３９】
　そして、注出部先端は表裏のフィルムの一方のフィルムにのみ設けられた収納部に差し
込まれ、注出部先端の注出口が、収納部の係止シール部で囲まれた低粘着性の多層ラベル
の間に位置するので、注出部先端の開口部の周辺に付着した液体などの内容物が、収納部
内部には垂れるが、包装袋の外面に垂れ落ちることがない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の包装袋の一例で、その平面図と、収納部近傍の断面を拡大した断面図で
ある。
【図２】本発明の包装袋で、折り返し線で折り返し、注出部先端を収納部に係止した状態
を示す平面図と、収納部近傍の断面を拡大した断面図である。
【図３】本発明の包装袋で、収納部の形状や高粘着部形状を変更した例において、折り返
し線で折り返し、注出部先端を収納部に係止した状態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明について、図を用いて説明する。
図１－１は、本発明の包装袋１００で、収納部が四辺形の下辺と縦の辺を固定した一例で
、その平面図である。
【００４２】
　本例の包装袋１００は、図１に示すように、１枚のフィルムを折って、表裏のフィルム
とし、左サイドシール部１と右サイドシール部２が設けられている。フィルムの折り部６
０は、左サイドシール部１の上方に設けた注出部３の上端になっている。
この為、閉鎖部３０が切り取られると、注出部３の上側は折り返し部６０になっており、
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フィルムの腰によって、閉鎖し難くなり、表裏のフィルムが確実に離れて広がるので、内
容物の注出がスムーズにできるようになっている。
【００４３】
　包装袋１００の下端は、外面側に折り曲げた中間フィルム８が挿入され、スタンディン
グパウチに形成されている。
底側シール８０は、表フィルム１２と中間フィルム８、裏フィルム１３と中間フィルム８
がそれぞれ融着し、内容物を充填すると、折り曲げられていた中間フィルムが開いて、底
部を形成し、立体的に立つことが出来る。
このようにして包装袋１００を立てると、注出部３が上側になり、注出後、注出部３近傍
の内容物は容器内部の下側に移動させることができる。
【００４４】
　注出部３の下側は、左サイドシール部１が内方に屈曲して窪んだシール部で形成され、
サイドシール窪み部１１が設けられている。そして、このサイドシール窪み部１１と折り
部６０の間に、内容物を注出する注出路４が設けられている。
この為、折り返す為の折り返し線部分は、２つの凹部のある部分で結ばれる位置にあるよ
うになり、折り返す力が少なくてすむようになっている。
より折り返し易くする為に、折り返し線部分にレーザー光線を使用してハーフカット線を
加工しても良い。外形を抜き刃で切断する時に、一段低い刃でハーフカットを入れてもか
まわないが、レーザーを使用すれば、良品の収率が向上するなどのメリットがある。
【００４５】
　図１の包装袋１００では、注出部３の先端の閉鎖部３０に近い左サイドシール部１上端
近傍に、閉鎖部３０を切り取る為の切り欠き３１が形成されているが、注出部３先端は充
填時、及び未使用時には開口されている。
【００４６】
　折り部６０の右側は、シールされて天シール部６を形成している。この天シール部６が
、内容物の充填前は部分的に未シールで開口されていて、内容物の充填口になっている。
天シール部６にも内方に屈曲して窪んだシール部が形成されている。この天シール窪み部
６１と、サイドシール窪み部１１の間には、折り返し線５が形成されている。その為、折
り返し線５部分では、両端が天シール窪み部６１と、サイドシール窪み部１１の凹部のあ
る形状になっていて、折り返しし易い形状なっている。
さらに、折り返し線には、ハーフカット加工を施し、注出部３の根元を、より折り返し易
くしている。
【００４７】
　図１－２が図１－１のＸ－Ｘ部分で切断した収納部７の断面図で、図１－３が図１－１
のＹ－Ｙ部分で切断した収納部７の断面図である。
収納部７を粘着している表フィルム１２は、濡れ指数が４０×１０－３Ｎ／ｃｍ以上の表
面性を確保している。これは、粘着剤で確実に固定できるようにする為である。
【００４８】
　本例では、収納部７を正方形のラベル状のフィルムを２枚重ね合わせた構成で、包装袋
積層フィルムの外面に下ラベル７１を接着する基粘着層７３は全面積に高粘着力の粘着剤
で貼り合わせた。
そして、下ラベル７１とその表側の上ラベル７２とのラベル間の粘着層は、注出部側角の
端部には粘着層を設けず、非粘着部７６とした。また、非粘着部７６側の角に接しないラ
ベルの辺近傍には、包装袋積層フィルムの外面に接着する粘着力と同等の高い粘着性の高
粘着剤を用いた高粘着部７４を設けた。
【００４９】
　しかし、その他の下ラベル７１・上ラベル７２間における大部分の粘着層は包装袋積層
フィルムの外面に接着する粘着力に比べ、低い粘着性の低粘着剤を用いた層で接着させた
低粘着部７５を設けた。
また、粘着層を設けない注出部側角の非粘着部７６は、角面取り状に設けた。もちろん、
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面取りはＲ形状であってもかまわない。
【００５０】
　図２は、本発明の包装袋の一例で、注出部３根元の折り返し線５で折り返し、注出部３
先端を収納部７内部に挿入している図で、図２－１が全体の平面図、図２－２が図２－１
のＺ－Ｚ部分で切断した収納部７と収納部に挿入された注出部３の断面図である。
【００５１】
　収納部７の上ラベル７２は、厚さ５０ミクロンメーター以上のポリエチレンテレフタレ
ートフィルム層を有するフィルムで、下ラベル７１に中心部は低粘着部７５で固定されて
いる。
ポリエチレンテレフタレートフィルムは２軸延伸され、かつ、５０ミクロンメーター以上
の厚みがあると、腰が強い。その為、注出部３を差し込む時に、表フィルム１２や下ラベ
ル７１が凹んでも収納部７のポリエチレンテレフタレートフィルム層を有する上ラベル７
２は追随しないので、ぽっかり、収納部７の下ラベル７１・上ラベル７２間で、非粘着部
７６近傍が口を開き、挿入しやすくなっている。
ポリエチレンテレフタレートの代わりに、２軸延伸ポリプロピレンフィルムや２軸延伸ポ
リアミドフィルム、その他、腰が出る紙を基材にしてもかまわない。
さらに、非粘着部７６と低粘着部中央を通る対角線状に罫線７２を設けている。罫線７２
は、収納部のフィルムを更に腰を出すと共に、非粘着部７６に隙間を作ると共に、罫線７
２に沿った低粘着部７５の粘着力をより低くするので、より、注出部３を挿入し易くして
いる。
【００５２】
　収納部７の形状は、図では正方形としたが、平行四辺形であっても、長方形であっても
、開放角部分が曲線とした角Ｒの面取り四角形であっても良い。
また、図３－１のように、高粘着部７４の下辺に対し、立ち上がり部７８を設けたり、図
３－２のように、高粘着部７４の下辺を傾斜させたりして、注出部先端に付いた内容物の
液滴の垂れを確実に収納部内部に収納し、より内容物が収納部から外に漏れ出ることが無
いようにする形を採っても良い。
【００５３】
　注出部３根元の折り返し線５で折り返し、注出部３先端を収納部７の下ラベル７１と上
ラベル７２の間に挿入すると、低粘着剤を塗工した上ラベル７２の低粘着剤７５が注出部
３や注出路４と粘着固定されるので、収納部７から容易に抜け出ることはない。
もちろん、注出部と収納部との間の形状を凹部のある折り罫を加工したり、そこにハーフ
カット線を加工したりして、注出路が折り返した状態で、元に戻ろうとする回復力を弱め
ているので、注出部３は収納部７からより抜け出にくくしている。
また、確実に注出部３が収納部７内部に収納され、非粘着部７６側の角に接しないラベル
の辺近傍には、包装袋積層フィルムの外面に接着する粘着力と同等の高い粘着性の高粘着
部７４を用いて、周縁は閉鎖しているので、注出部先端に付いた内容物の液滴も、漏れ出
ないようにしている。
【００５４】
　多層ラベルは、２層でも良いが、低粘着部に注出部先端に付いた内容物の液滴が付くと
、次に注出部を粘着固定しにくい。しかし、上ラベル部分が重ねられた多層ラベルであれ
ば、上側から使用し、使い捨てて、次回には内容物の液滴が付かない上ラベル７２を使用
すれば、常に注出部をしっかり固定し易くなる。
【００５５】
　本発明の包装袋１００は以上のようなもので、注出部３の閉鎖部３０を切り欠き３１で
切り取り、内容物を注出後、注出部３根元の折り返し線５で折り返し、注出部３先端を収
納部７の非粘着部７６から下ラベル７１と上ラベル７２の間に差し込んで固定するだけで
、包装袋１００を密封させるというシンプルなものである。
その為、チャックやスパウトなどと比べ、簡素な部材で構成されているので、包装体を製
造する樹脂量を削減し、環境負荷を抑制できるメリットがある。
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また、袋を再封する時に、注出部先端に付いた内容物の液滴が垂れることが無くすことが
出来る。
さらに、袋を開こうとする力や、折り込む位置がずれようとする力を係合する力に使用し
、かつ、低粘着剤７５で、粘着力も使用して注出部３を固定・保持しているので、折り込
みの係合が、より、外れにくい。
その上、スタンディングパウチに使用しているので、もし、注出口先端の収納部への係合
が外れたとしても、即座に内容物が漏れる事が無い。
さらに、レーザーでハーフカットを入れると、折り込みが容易になり、注出口先端の収納
部への係合が外れにくくなる。
また、このような大変便利な機能をスタンディングパウチに使用可能とする本発明は、従
来の生産ラインに取り込むことは容易であり、低価格で機能を付与できるなど、大きなメ
リットがある。
【符号の説明】
【００５６】
１００・・・・包装袋
１・・・・・・左サイドシール部
１１・・・・・サイドシール部窪み部
１２・・・・・表フィルム
１３・・・・・裏フィルム
２・・・・・・右サイドシール部
３・・・・・・注出部
３０・・・・・閉鎖部
３１・・・・・切り欠き
４・・・・・・注出路
５・・・・・・折り返し線
６・・・・・・天シール部
６０・・・・・折り部（天側）
６１・・・・・天シール窪み部
７・・・・・・収納部
７１・・・・・下ラベル
７２・・・・・上ラベル
７３・・・・・基粘着層
７４・・・・・高粘着部
７５・・・・・低粘着部
７６・・・・・非粘着部
７７・・・・・罫線
８・・・・・・中間フィルム
８０・・・・・底シール部
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